
政
令
第

号

駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
一
時
間
に
つ
き
十
回
」
を
「
床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
設
け
る
換
気
装
置
の
能
力
に
関
す
る
基
準
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


